
 

 委員会提出議案第１号 

   墨田区議会基本条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１６日 

 

  墨田区議会議長 

   木 内   清 様 

 

提出者 議会改革特別委員長  加 納   進 

 

   墨田区議会基本条例の一部を改正する条例 

墨田区議会基本条例（平成３０年墨田区条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１０条中「ことができる」を「ものとする」に改める。 

 第１２条第１項中「傍聴者が審議、審査及び調査の内容をできる限り容易に理解す

ることができるよう」を「審議、審査及び調査の内容について、傍聴者の理解に資す

るため」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 墨田区議会基本条例第３０条の規定による検証の結果、同条例の運用方法の見直し

を行ったことに伴い、所要の改正を行う必要がある。 


